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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒状模様を有する焼結した複合材料であって、
　体積分率で粒状模様複合材料の５０－９５％を占める金属マトリクスを含み、
０．１－２ｍｍの範囲の直径を有するセラミック粒子は前記金属マトリクス中に分散し且
つ粒状模様複合材料の残分を構成し、
　前記「金属マトリクス」と前記「セラミック粒子」との組は、
（１）「グレード２チタンからなる金属マトリクス」と「コランダム粒子」の組または
（２）「ステンレス鋼１．４４３５からなる金属マトリクス」と「コランダム粒子」の組
または
（３）「ステンレス鋼１．４４３５からなる金属マトリクス」と「希土類アルミネート、
希土類シリケート又はユーロピウム及び／若しくはジスプロシウムをドープしたアルミン
酸ストロンチウムをベースとした発光無機粒子」の組であることを特徴とする材料。
【請求項２】
　前記金属マトリクスは、１００μｍ未満である累積関数Ｄ９０値を有する複数の粒子か
ら構成される金属粉末から得られることを特徴とする、請求項１に記載の材料。
【請求項３】
　前記セラミック粒子の直径は０．２－２ｍｍの範囲であることを特徴とする、請求項２
に記載の材料。
【請求項４】
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　前記セラミック粒子の直径は０．２５－０．７５ｍｍの範囲であることを特徴とする、
請求項２に記載の材料。
【請求項５】
　前記セラミック粒子は、体積分率で複合材料の３０－５％を占め、その直径は０．２５
－０．７５ｍｍの範囲であることを特徴とする、請求項２に記載の材料。
【請求項６】
　前記セラミック粒子は、体積分率で前記複合材料の２０－１０％を占め、その直径は０
．２５－０．７５ｍｍの範囲であることを特徴とする、請求項２に記載の材料。
【請求項７】
　２５μｍ未満である累積関数Ｄ９０値を有する粒子から構成されるグレード２チタン粉
末と
・２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する１５体積％のコランダム；または
・２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する２５体積％のコランダム；または
・４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する１５体積％のコランダム；または
・４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する２５体積％のコランダム
との混合物から得られることを特徴とする、焼結複合材料。
【請求項８】
　２２μｍ未満である累積関数Ｄ９０値を有する粒子から構成されるステンレス鋼１．４
４３５粉末と
・２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する１５体積％のコランダム；または
・２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する２５体積％のコランダム；または
・４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する１５体積％のコランダム；または
・４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する２５体積％のコランダム
との混合物から得られることを特徴とする、焼結複合材料。
【請求項９】
　視覚的に粒状模様を有する複合材料の製造方法であって、
１００μｍ未満である累積関数Ｄ９０値を有する複数の金属粒子から構成される粉末を得
るステップと、
０．１－２ｍｍの範囲の直径を有するセラミック粒子を得るステップと、
前記金属粉末粒子と前記セラミック粒子とを混合することでいわゆる装入原料を得て、前
記金属粉末は、体積分率で、得られる混合物の５０－９５％を占めるステップと、
前記金属粉末粒子／セラミック粒子混合物を金型内に圧入する又は射出注入することでい
わゆるグリーン体を作製するステップと、
前記グリーン体を６００－１４００℃の範囲の温度での１－４時間にわたる焼結処理に供
することで、視覚的に粒状模様を有し且つ体積分率で全体の５０－９５％を占める金属マ
トリクスを含む複合材料から形成される灰色のグリーン体を得るステップとを含み、
前記セラミック粒子は前記複合材料中に分散し且つその残分を構成し、
　前記金属粒子から構成される粉末と前記セラミック粒子との組は、
（１）「グレード２チタンからなるチタン粉末」と「コランダム」の組または
（２）「ステンレス鋼１．４４３５粉末」と「コランダム」の組または
（３）「ステンレス鋼１．４４３５粉末」と「希土類アルミネート、希土類シリケート又
はユーロピウム及び／若しくはジスプロシウムをドープしたアルミン酸ストロンチウムを
ベースとした発光無機粒子」の組であることを特徴とする製造方法。
【請求項１０】
　前記金属粉末粒子を前記セラミック粒子と混合していわゆる装入原料を得る際、有機バ
インダを前記混合物に添加し、前記バインダは体積分率で前記装入原料の２－４０％を占
め、次に、前記金属粉末粒子、セラミック粒子及び有機バインダの混合物を金型内に圧入
又は射出注入し、次に、少なくとも１つの脱バインダステップ中に、前記有機バインダを
前記グリーン体から除去することを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記灰色のグリーン体に機械加工を施すことで表面粗さを低下させることを特徴とする
、請求項９及び１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記灰色のグリーン体を研削することを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記灰色のグリーン体を研磨することを特徴とする、請求項１１及び１２のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記灰色のグリーン体にサンダー仕上げを施すことを特徴とする、請求項１１－１３の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記灰色のグリーン体を化学又は電気化学エッチングに供することで前記複合材料を構
成する異なる相を露わにし、またこれらの相のコントラストを際立たせることを特徴とす
る、請求項１１－１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記灰色のグリーン体を電着処理又は陽極酸化処理に供することを特徴とする、請求項
１１－１４のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は金属マトリクス複合材料に関する。本発明はさらに、そのような材料の製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属マトリクス複合材料は現在、特にはその機械的及び化学的な性質が、複合材料に含
まれる複数の元素に固有の物理的／化学的性質を非常によい形で両立させたものであるこ
とから、数多くの分野で使用されている。例えば、測時器作製の分野においては、セラミ
ック粒子で強度を上げた、サーメットとしても知られる金属マトリクス複合材料を使用し
て時計のケースやベゼル等の外部部品を作製している。使用しているセラミック粒子の寸
法は小さく、通常１０μｍ未満であり、またこれらのセラミック粒子の体積分率は概して
８０％を超えるため、肉眼ではこれらの外部部品の外観は均一に見える。
【０００３】
　特には芸術又は建築の分野において装飾的な要素を作製するために用いられる御影石等
の天然の粒状模様素材も、測時器及び宝飾品作製の分野で既に使用されている。例えば、
スイスのＴｉｓｓｏｔ社から商品名ロックウォッチ（登録商標）で市販されている時計が
挙げられる。そのような素材は、その粒状模様構造により、例えば時計の外部部品の見た
目を独創的で意外性のあるものにする。それでもなお、そのような材料は極めて硬く、素
材の塊を直接、特には研削で機械加工するには時間がかかり、高コストとなる。
【０００４】
　これらの短所を克服するために、粒状模様を有する複合材料を合成により得てきた。天
然の粒状模様素材と同様に、粒状模様複合材料は芸術及び建築の分野で使用される。これ
らの粒状模様複合材料は、例えば、ポリマーバインダをセラミック粒子と組み合わせるこ
とで得られる。ポリマーバインダの存在により、例えば成型により、これらの粒状模様複
合材料の外形を容易に整えることができる。しかしながら、ポリマーバインダの体積分率
が高いことから、これらの粒状模様複合材料は比較的軟らかく、特には光及び温度の作用
により時の経過に伴って劣化し易い。粒状模様複合材料の例には、ポリマーコンクリート
及び人造御影石としても知られる再構成御影石が含まれる。
【０００５】
　粒状模様を有する合成複合材料の良く知られた他の例は、セラミック粒子を鉱物バイン
ダ、例えばセメント、漆喰、石灰、鉱滓又は粘土と組み合わせることで得られる。コンク
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リート等のこれらの粒状模様複合材料は、そのセラミック粒子の性質、粒径及び体積分率
をうまく選択することで、装飾的要素の製造に使用することができる。しかしながら、こ
れらの装飾的要素は比較的脆く、成型により高速且つ大量に製造することはできない。成
形は複合材料を金型に流し込むことで行われ、バインダの硬化には比較的時間がかかるか
らである。
【０００６】
　したがって、実行が容易で、とりわけ計時器及び宝飾品用の外部部品の作製を可能にす
る、粒状模様を有する複合材料が先行技術において必要とされている。
【発明の概要】
【０００７】
　そのため、本発明は粒状模様を有する複合材料に関し、この複合材料は、体積分率で粒
状模様複合材料の５０－９５％を占める金属マトリクスを含み、０．１－２ｍｍの範囲の
直径を有し且つ体積分率で複合材料の５０－５％を占めるセラミック粒子は金属マトリク
ス中に分散し且つこの粒状模様複合材料の残分を構成する。
【０００８】
　本発明の特定の一実施形態において、金属マトリクスは、１００μｍ未満である累積関
数Ｄ９０値を有する複数の粒子から構成される金属粉末から得られる。
【０００９】
　本発明の別の特定の実施形態において、金属マトリクスは、オーステナイト系ステンレ
ス鋼、チタン合金、貴金属合金、銅合金及びアルミニウム合金から成る群から選択される
。
【００１０】
　本発明のさらに別の特定の実施形態において、貴金属は、金、銀、白金及びパラジウム
から成る群から選択される。
【００１１】
　本発明のさらに別の特定の実施形態において、セラミック粒子は体積分率で複合材料の
５０－５％を占め、その直径は０．２－２ｍｍの範囲である。
【００１２】
　本発明のさらに別の特定の実施形態において、セラミック粒子は体積分率で複合材料の
５０－５％を占め、その直径は０．２５－０．７５ｍｍの範囲である。
【００１３】
　本発明のさらに別の特定の実施形態において、セラミック粒子は体積分率で複合材料の
３０－５％を占め、その直径は０．２５－０．７５ｍｍの範囲である。
【００１４】
　本発明のさらに別の特定の実施形態において、セラミック粒子は体積分率で複合材料の
２０－１０％を占め、その直径は０．２５－０．７５ｍｍの範囲である。
【００１５】
　本発明のさらに別の特定の実施形態において、セラミック粒子は、天然材料又は合成材
料から得られる。
【００１６】
　本発明のさらに別の特定の実施形態において、セラミック粒子は、酸化アルミニウム、
酸化ケイ素、酸化ジルコニウム、酸化チタン、ダイヤモンド、炭化ケイ素、窒化ケイ素、
炭化チタン、ホウ化チタン及びホウ化ジルコニウムから成る群から選択される。
【００１７】
　本発明のさらに別の特定の実施形態において、セラミック粒子はコランダム及びシリケ
ートから成る群から選択される。
【００１８】
　本発明のさらに別の特定の実施形態において、粒状模様複合材料は、金属粉末と、希土
類アルミネート、希土類シリケート又はドープされたアルミン酸ストロンチウムをベース
とした発光無機粒子との混合物から得られる。
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【００１９】
　本発明のさらに別の実施形態において、ステンレス鋼１．４４３５粉末は、その９０％
が２２μｍ未満の粒径を有する粒子と、粒径が４００－６００μｍの範囲である体積分率
１５％のユーロピウム及び／又はジスプロシウムをドープしたアルミン酸ストロンチウム
粒子とから構成される。
【００２０】
　本発明はさらに視覚的に粒状模様を有する複合材料の製造方法に関し、この方法は、
１００μｍ未満である累積関数Ｄ９０値を有する複数の金属粒子から構成される粉末を得
るステップと、
０．１－２ｍｍの範囲の直径を有するセラミック粒子を得るステップと、
金属粉末粒子とセラミック粒子とを混合することで装入原料を得て、金属粉末は、体積分
率で、得られる混合物の５０－９５％を占めるステップと、
金属粉末／セラミック粒子の混合物を金型内に圧入する又は射出注入することでグリーン
体を作製するステップと、
このグリーン体を６００－１４００℃の範囲の温度での１－４時間にわたる焼結処理に供
することで、視覚的に粒状模様を有し且つ体積分率でこの粒状模様複合材料の５０－９５
％を占める金属マトリクスを含む複合材料から形成される灰色の成形体を得るステップと
を含み、
粒状模様複合材料中にはセラミック粒子が分散し、その粒子の直径は０．１－２ｍｍの範
囲であり且つこの粒状模様複合材料の残分を構成する。
                                                                                
【００２１】
　本発明の別の特定の実施形態においては、金属粉末粒子をセラミック粒子と混合して装
入原料を得る際、有機バインダを混合物に添加し、このバインダは体積分率で装入原料の
２－４０％を占め、次に、金属粉末粒子、セラミック粒子及び有機バインダの混合物を金
型内に圧入又は射出注入し、次に、少なくとも１つの脱バインダステップ中に、有機バイ
ンダをグリーン体から除去する。
【００２２】
　本発明のさらに別の特定の実施形態においては、灰色の成形体に機械加工を施すことで
、特には表面粗さを低下させる。
【００２３】
　本発明の別の特定の実施形態においては、灰色の成形体を研削する。
【００２４】
　本発明の別の特定の実施形態においては、灰色の成形体を研磨する。
【００２５】
　本発明の別の特定の実施形態においては、灰色の成形体にサンダー仕上げを施す。
【００２６】
　本発明の別の特定の実施形態においては、灰色の成形体を化学又は電気化学エッチング
に供し、エッチングにより、特には灰色の成形体の表面の状態に応じて、独創的な審美的
効果が得られる、例えば金属マトリクスとセラミック粒子の相のコントラストが際立つこ
とが確認されている。
【００２７】
　これらの特徴により、本発明では、金属マトリクスであるにも関わらず、耐食性であり
且つ強磁性ではない複合材料が得られる。本発明の複合材料は、肉眼でも見える粒状体か
ら構成され、そのことにより粒状模様を有する素材、例えば御影石等のある種の岩石又は
ある種のいわゆる「美的な」コンクリートと同様の外観となる。金型に容易且つ迅速に圧
入又は射出注入できることから、この粒状模様複合材料では、形状に関して制限を受ける
ことなく、時計又は宝飾品用の外部部品等の装飾的要素を作製することができ、その外観
及び質感は独創的且つ完全に革新的である。測時器のムーブメントの部品、例えばプレー
ト、ブリッジ又は回転錘でさえ本発明の粒状模様複合材料を使用して作製することも考え
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られる。
【００２８】
　さらに、本発明の複合材料は硬質且つ強靭であり、またその組成にポリマー材料を全く
含まないことから、時の試練にも容易に耐えることができる。特に、本発明の複合材料は
、可視光線に含まれる紫外線に対して感度が低い又は不感である。
【００２９】
　本発明の他の特徴及び利点は、本発明の粒状模様複合材料の様々な実施形態例について
の後述の詳細な説明を読むことでより深く理解できる。これらの実施例は例示を目的とし
たものにすぎず、本発明の範囲を限定することを意図してはおらず、添付の図面に関連し
て与えられたものである。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、第２の実施例の２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する１５体積％の
コランダムのサンダー仕上げ後の断面図である。
【図２】図２は、第２の実施例の２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する２５体積％の
コランダムのサンダー仕上げ後の断面図である。
【図３】図３は、第２の実施例の４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する１５体積％の
コランダムのサンダー仕上げ後の断面図である。
【図４】図４は、第２の実施例の４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する２５体積％の
コランダムのサンダー仕上げ後の断面図である。
【図５】図５は、第１の実施例の２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する１５体積％の
コランダムのサンダー仕上げ後の断面図である。
【図６】図６は、第１の実施例の２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する２５体積％の
コランダムのサンダー仕上げ後の断面図である。
【図７】図７は、第１の実施例の４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する１５体積％の
コランダムのコランダムのサンダー仕上げ後の断面図である。
【図８】図８は、第１の実施例の４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する２５体積％の
コランダムのコランダムのサンダー仕上げ後の断面図である。
【図９】図９は、第３の実施例のサンダー仕上げ後の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明は、迅速且つ簡単に実行でき、硬質、強靭で耐久性が高い複合材料を得ようとす
る創意に富んだ概念から生まれた。材料の体積の５０－９５％を占める金属マトリクスと
材料の体積の５－５０％を占めるセラミック粒子との組み合わせから得られるそのような
複合材料は、形状に関して制限を受けることなく、特には計時器及び宝飾品用の外部部品
の作製を可能にし、その外観は独創的且つ革新的である。材料成形パラメータに加えて、
本発明の複合材料の組成物で使用する元素、セラミック粒子のサイズ及びその体積分率を
うまく選択することにより、複合材料を構成する異なる相を対比させることができ、本発
明の複合材料の外観は、芸術及び建築の分野で用いられる御影石等のある種の岩石又はあ
る種コンクリートのものに似た独創的なものになる。
【実施例】
【００３２】
　本発明の複合材料の第１の実施例は、グレード２チタン粉末をコランダム粉末と異なる
体積分率及び粒径で混合することで得られる。チタン粉末の累積関数は２５μｍ未満のＤ
９０値を有する。つまり、本発明の材料の組成物中に含まれるグレード２チタン粒子の９
０％が２５μｍ未満の粒径を有する。本発明の複合材料の４種の試料を、上記のグレード
２チタン粉末をそれぞれ：
・２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する１５体積％のコランダム（この条件下で作製
した試料のサンダー仕上げ後の断面図を図５に示す）；
・２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する２５体積％のコランダム（この条件下で作製
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した試料のサンダー仕上げ後の断面図を図６に示す）；
・４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する１５体積％のコランダム（この条件下で作製
した試料のサンダー仕上げ後の断面図を図７に示す）；
・４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する２５体積％のコランダム（この条件下で作製
した試料のサンダー仕上げ後の断面図を図８に示す）
と混合することで作製した。
【００３３】
　真空下、２時間にわたって１１００℃で焼結したこれらのチタン／コランダム複合材料
の場合、コランダムとチタンとの反応により、金属マトリクスとセラミック粒子との界面
に、コランダム相及びチタン相に沿った相が現れる。この第３の相はサンダー仕上げ中に
鮮明になり、このようにして得られた複合材料部品には３つの異なる色合いの灰色が現れ
る。
【００３４】
　本発明の複合材料の第２の実施例は、ステンレス鋼１．４４３５粉末をコランダム粉末
と異なる体積分率及び粒径で混合することで得られる。ステンレス鋼粉末の累積関数は２
２μｍ未満のＤ９０値を有する。つまり、本発明の材料の組成物中に含まれるステンレス
鋼１．４４３５粒子の９０％が２２μｍ未満の粒径を有する。本発明の複合材料の４種の
試料を、上記のステンレス鋼１．４４３５粉末をそれぞれ：
・２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する１５体積％のコランダム（この条件下で作製
した試料のサンダー仕上げ後の断面図を図１に示す）；
・２９７－４２０μｍの範囲の粒径を有する２５体積％のコランダム（この条件下で作製
した試料のサンダー仕上げ後の断面図を図２に示す）；
・４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する１５体積％のコランダム（この条件下で作製
した試料のサンダー仕上げ後の断面図を図３に示す）；
・４２０－５９５μｍの範囲の粒径を有する２５体積％のコランダム（この条件下で作製
した試料のサンダー仕上げ後の断面図を図４に示す）
と混合することで作製した。
【００３５】
　本発明のステンレス鋼／コランダム複合材料の上記４種の例を、２時間にわたって１３
００℃、不活性なアルゴン雰囲気下、９００ミリバールの圧力で焼結した。
【００３６】
　不活性なアルゴン雰囲気下で焼結したこれらのステンレス鋼／コランダム複合材料の場
合、温度及び焼結時間に応じて、合金の特定の元素が最初は白色のコランダム内で拡散し
、コランダムに審美的に極めて興味深い色彩を付与することが観察された。したがって、
クロムがコランダム内で拡散する場合、コランダムはルビーのものに似たピンク色がかっ
た赤い色を帯び、鉄がコランダム内に拡散すると、コランダムはグリーンサファイアのも
のに似た緑色になる。
【００３７】
　本発明の複合材料の第３の実施例は、ステンレス鋼１．４４３５粉末を希土類アルミネ
ート、希土類シリケート又はユーロピウム及び／若しくはジスプロシウムをドープしたア
ルミン酸ストロンチウムをベースとした発光無機粒子と混合することで得られる。
【００３８】
　そのような材料の一例は、１５体積分率のユーロピウム及び／又はジソプロシウムをド
ープしたアルミン酸ストロンチウム粒子を混合することで得られる。ステンレス鋼粉末の
累積関数は２２μｍ未満の累積Ｄ９０値を有する。つまり、本発明の材料の組成物中に含
まれるステンレス鋼１．４４３５粒子の９０％が２２μｍ未満の粒径を有する。ユーロピ
ウム及びジソプロシウムをドープしたアルミン酸ストロンチウム粒子は４００－６００μ
ｍの範囲の粒径を有する。次に、ステンレス鋼１．４４３５粒子とユーロピウム及び／又
はジソプロシウムをドープしたアルミン酸ストロンチウム粒子とのこの混合物を２時間に
わたって１３００℃、不活性なアルゴン雰囲気下、９００ミリバールの圧力で焼結した。
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驚くべきことに、焼結後、ドープしたアルミン酸ストロンチウム粒子はその発光作用を維
持し、得られた複合材料の粒状模様にその発光作用が加わった。これらの条件下で作製し
た試料のサンダー仕上げ後の断面図を図９に示す。
【００３９】
　言うまでもないことだが、本発明は上述の実施形態に限定されず、また当業者ならば、
添付の請求項により定義される発明の範囲を逸脱することなく、様々な単純な代替物及び
改変に思い至る。特に、本発明では、用語「粒状模様複合材料」とは、肉眼で見える粒状
体により形成される材料を意味すると理解されることに留意されたい。金属マトリクス中
に分散させるセラミック粒子全てが同じ性質を有し得ること又は少なくとも２種の異なる
材料に相当し得ることにも留意されたい。同様に、セラミック粒子は全て同じサイズにな
り得る又は異なるサイズになり得る。機械加工及び切削作業の目的は概して表面粗さを低
下させ、灰色の成形体をその最終形状及び寸法にすることではあるが、研磨作業及び／又
はサンダー仕上げ作業及び／又は化学／電気化学エッチング作業の目的は概して最終部品
の見た目の美しさを向上させることである。より具体的には、そのような研磨／サンダー
仕上げ／化学又は電気化学エッチング作業を灰色の成形体に行うことにより、特にはこの
複合材料を構成している相の違いが露わになり、またこれらの相のコントラストが際立つ
ことで、見た目の美しさが大幅に改善された最終部品が得られることが観察されている。
最期に、本発明の粒状模様複合材料から作製する部品のマトリクスが金属質であり、それ
ゆえに電導性であるという事実は、複合材料部品の金属面を装飾的な材料層で選択的にコ
ーティングできる可能性がある電着処理にこの部品を供するにあたっては利点となり得る
ことに留意されたい。同様に、粒状模様複合材料で作製した部品の金属マトリクスは、こ
の金属マトリクスに着色するために陽極酸化処理することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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